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◇非営利活動促進を成長戦略の一環に◇

国家全体としての成長力は、政府セクターと市場経済を旨とする企業セクターだけでは達成できない分野がありま
す。例えば少子高齢化社会における様々な社会的課題は、政府による「公助」や個人の努力（「自助」）だけでなく、
市民が助け合う「共助」にも期待されるところが大きいと思います。この共助を担う組織こそ非営利の組織です。

高齢者支援、子育て支援、青少年の課外・教育増進、国内外の災害支援、奨学金や萌芽期の学術研究助成など、
営利を目的とせず、コミュニティや専門分野の最前線で献身的に活躍する組織こそ公益法人や特定非営利活動法
人、社会福祉法人など非営利のセクターです。

英米では、政府部門（第１セクター）市場経済部門（第２セクター）と並んで非営利セクター（第３セクター）が、社会を
構成する三つのセクターとしてそれぞれがその特徴と機能を活かしつつ、それぞれの分野で活動することが社会
の均衡的な発展に役立つものという考え方が定着しています。

日本においては、これらの組織は慢性的な資金難や色々な過剰な規制により活動の拡大にも限界がある中、創意
工夫を凝らして安心、安全で安定した社会を作るために懸命に活動を続けています。

１５００兆円を越す金融資産だけでなく、不動産なども含めれば膨大な額に上る個人資産を、非営利組織が担う民
間公益活動の場への自主的な流入を促進させる政策は、まさに安倍首相が成長戦略について語った「人材、資金、
土地など、あらゆる資源について、その眠っている「可能性」を、存分に発揮させる。そして、生産性の低い分野か
ら、生産性の高い分野へ、資源をシフトさせていくこと。「成長」とは、それを実現していくことに他なりません。」にも
かなうものであります。

公益法人協会は、資産寄附税制の拡充など税制上の支援措置、公益法人の認定基準等規制緩和、公益信託制
度の抜本改革などを要望しています。これは個人資産の寄附を支援し、非営利セクターへ資金の流入を促し、公
益団体がより自由闊達に社会に一層貢献できる場を広げることを狙いとするものです。ひいてはこれらの政策が真
の意味での日本社会の再生と成長に向けた大きな戦略の一つになるものであると確信します。

公益財団法人公益法人協会

理事長 太田達男2013/6/25 2公益財団法人 公益法人協会



民間公益
活動の
活性化

五つの政策提言

3公益財団法人 公益法人協会

公益認定基準
の見直し

税制上の
支援措置

公益信託
制度の
抜本改正

国民が理解
でき、使い勝手
の良い
会計基準

誰でも簡単に
アクセスできる
行政庁による
情報公開

・資金流入
・市民参加
・透明性確保

社会貢献の
機会拡大

お金の流れ

ステークホルダー
（寄附・ボランティア、
受益者）説明責任

財産の提供
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１．公益目的事業比率における
法人会計概念の撤廃

公益目的事業比率の計算の意味は、公益認定法の
「公益目的事業を行うことを主たる目的とすること」の
計数的裏付けにあると思われるが、わざわざ法人会計
という概念を導入するまでもなく、公益目的事業の費
用と収益事業等の費用を会計区分することで、十分そ
の目的を達することができる。

公益認定基準の見直し
（2012年6月「公益法人制度改正要望」より一部抜粋）
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２．収支相償の原則の撤廃
法人が事業活動を行う場合、その費用を償って余りあ
る余剰がなければ、その法人及び事業に永続性がな
いことはいうまでもない。公益目的事業の持続的・安定
的な運営を否定する発想である。

３．遊休財産保有制限の縮小
公益認定法第 16 条は、遊休財産額の保有制限とし
ては、1 年度分の事業費相当額となっているが、（収支
相償の原則が堅持された場合には、）3 年度
分の事業費相当額程度が、安定した法人運営に必要
である。
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◇公益法人の税額控除制度にお
けるPST（パブリック・サポート・テ
スト）要件の撤廃

・公益法人は、支出面から公益性を判断
・認定特活法人は、収入面から公益性を判断
・公益法人にPST要件を課すことは、さらに収入面で
の規制を課すことであり、制度上のアンバランスをき
たし、寄附文化醸成を阻害する。

公益税制上の支援措置
（平成26年度税制改正要望予定）
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◇みなし譲渡所得非課税特例措
置の見直し

公益法人は公益の増進に著しく寄与することを確認さ
れた法人類型であり、特例の要件はすでに確保され
ている。

◇相続税非課税措置の適用要
件の見直し

財産を受贈した法人が後発的事由により非課税措置
の取消しを受けた場合、贈与者の地位の安定を損な
うことを避けるため、相続税の課税対象は受贈者たる
法人とする。

＜寄附金税制：フロー資産＞

＜資産寄附税制：ストック資産＞

少額寄附の促進、寄附を身近に

個人資産を寄附市場に誘導
遊休土地、空き家の有効活用、地域コミュニティの活性化
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現行制度
◇主務官庁許可監督制度
◇国税庁認定による3区分
◇受託者は信託銀行限定
◇信託財産は金銭に限定

改正要望案
◇明確な基準による認定制度
◇ガバナンス・透明性の確保
◇寄附税制等の整備
◇受託者の範囲拡大
◇現物資産の信託も可能
◇現存公益信託の円滑な移行

新公益法人制度と
平仄を合わせる

公益信託制度の抜本改正
（2013年4月19日要望書提出）

（公益信託制度に係る経緯）
１ 現行「公益信託ニ関スル法律」は、（旧）信託法（大正11年4月21日法律第62号）の公益信託に関
する条文について、（旧）信託法が抜本改正され（新）信託法（平成18年12月15日法律第108号）が
制定されたのを機に、信託法より該当条文を分離し、（新）信託法各規定との技術的調整を加えた
上で、単独法として存続しているものである。
２ （新）信託法が審議された第165回国会において、衆参両院とも「公益信託制度については、公
益法人と社会的に同様の機能を営むものであることにかんがみ、先行して行われた公益法人制度
改革の趣旨を踏まえつつ、公益法人制度と整合性のとれた制度とする観点から、遅滞なく、所要の
見直しを行うこと。」との付帯決議が採択されており、両制度の整合性が必要との認識が既に共有さ
れているといえる。
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現行
◇閲覧申請は1回10法人まで
◇閲覧期間は5日間
◇情報の一括ダウンロードが
できない→煩雑

要望
◇閲覧件数、閲覧期間の制約
を撤廃

◇簡便な情報提供方式へ

誰でも簡単に
アクセス、検索

行政庁による情報公開の促進
（2013年4月17日要望書提出）

行政庁においても、法人から提出された財産目録等の情報公開を行うことと定められており、行政
庁に「閲覧又は謄写の請求があった場合には、（略）その閲覧又は謄写をさせなければならない」
（認定法第22 条）。行政庁ではこれを踏まえ、現在、インターネット上（公益法人information)の閲覧
請求に応じているが、その条件が「1 回当たり10 件まで」「閲覧許可後、閲覧できるのは5 日間の
み」と限定的であるのは情報公開の趣旨に照らし不適切である。全公益法人の情報をいつでも閲覧
することができるようにすることが望ましい。これについては、内閣府「NPO 法人ポータルサイト」
（全国特定非営利活動法人情報）も参考になるのではないかと思われる。
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ウェブサイトによる情報閲覧
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現行基準
◇内閣府による事実上の基準
◇法人側・一般国民とも難解
◇メンテナンス責任不在

検討課題
◇会計区分の簡素化
◇損益計算と収支計算の調和
◇予算制度の撤廃

法人に負担をかけ
ないかつ国民の理
解可能な基準に

公益法人・一般法人会計基準等の自主制定
（2013年度以降民間側で検討）

（公益法人・一般法人の会計基準の経緯）
公益法人会計基準は、最初の昭和５２年基準を嚆矢として、昭和６０年基準、平成１６年基準を経て、
現在の平成２０年基準に至っている。
前３基準は、当時の所轄庁（総理府）の制定した規準として公布された。そして平成２０年基準は、
新制度施行を前提として、内閣府内に設けられた「新たな公益法人制度等の会計処理に関する研
究会」が取りまとめた報告書に基づき、内閣府公益認定等委員会が発表したものである。
前３基準は、旧民法６７条の１項「法人の業務は主務官庁の監督に属す」の規定に基づくもので、主
務官庁が会計基準を制定し公益法人にその採用を求めることは首肯できるものであった。しかし、
新制度にあっては、公益法人・移行一般法人は、法令に定める諸要件を充足することは求められる
ものの、会計基準まで行政庁が制定しこれを義務付ける建付けにはなっていない。
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